
 別紙
べっし

  

特定
とくてい

個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん   

対応
たいおう

要領
ようりょう

（案
あん

）に関する
かん   

意見
い け ん

募集
ぼしゅう

の結果
け っ か

について 

No. 
寄
よ

せられた御意見
ごいけん

等
とう

 御意見
ごいけん

等
とう

に対
たい

する 考
かんが

え方
かた

 

1 ｐ1（不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

）第
だい

２ 条
じょう

  

(意見
いけん

)手帳
てちょう

の有無
う む

に限定
げんてい

しないこと。および女性
じょせい

である障 害 者
しょうがいしゃ

や障害児
しょうがいじ

は

複合的
ふくごうてき

な差別
さ べ つ

を受
う

けやすいことを考慮
こうりょ

する。」の一文
いちぶん

を追記
つ い き

する。 

(理由
り ゆ う

)社会
しゃかい

モデルの観点
かんてん

に立
た

つという事
こと

の具体的
ぐたいてき

な記述
きじゅつ

として、手帳
てちょう

に関
かん

する

記述
きじゅつ

が必要
ひつよう

。また性
せい

差別
さべつ

と障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

を受
う

ける立場
たちば

にある女性
じょせい

障 害 者
しょうがいしゃ

は、

その一方
いっぽう

から見
み

るだけでは解
かい

決
けつ

されない問題
もんだい

がある。また障害児
しょうがいじ

は成人
せいじん

の

障 害 者
しょうがいしゃ

とは異なった
こと     

配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。複合的
ふくごうてき

な視野
し や

てみることが必要
ひつよう

で

あることを明
めい

記
き

しないと見過
み す

ごされがちである。 

 対応
たいおう

要 領
ようりょう

は、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（以下
い か

「法
ほう

」といいます。）第
だい

９ 条
じょう

に基
もと

づき、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

に関
かん

する基
き

本
ほん

方針
ほうしん

（以下
い か

「基本
きほん

方針
ほうしん

」といいます。）に即
そく

して定
さだ

めることとなって

います。 

 基本
きほん

方針
ほうしん

には、第
だい

２の１の（１）に「…法
ほう

が対 象
たいしょう

とする障 害 者
しょうがいしゃ

は、いわ

ゆる障 害 者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

に限
かぎ

られない。女性
じょせい

である障 害 者
しょうがいしゃ

は、 障 害
しょうがい

に

加
くわ

えて女性
じょせい

であることにより、更に
さら  

複合的
ふくごうてき

に困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

に置
お

かれている

場
ば

合
あい

があること、障害児
しょうがいじ

には、成人
せいじん

の障 害 者
しょうがいしゃ

とは異
こと

なる支援
しえん

の必要性
ひつようせい

があ

ることに留意
りゅうい

する。」とありますので、本対応
ほんたいおう

要 領
ようりょう

は、この記述
きじゅつ

に沿
そ

って

運用
うんよう

されることとなります。 

2 第
だい

３ 条
じょう

 

「意志
い し

の表 明
ひょうめい

があった場合
ばあい

において」 

⇒自分
じぶん

で意思
い し

表 明
ひょうめい

がしにくい場合
ばあい

もある 

「意志
い し

の 表 明
ひょうめい

があった場合
ばあい

や 状 況
じょうきょう

から明
あき

らかに必要
ひつよう

と判断
はんだん

される場合
ば あ い

にお

いて」 

 第
だい

３ 条
じょう

では、法
ほう

第
だい

７ 条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
きてい

に沿
そ

って記述
きじゅつ

していますが、別紙
べっし

の

留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

４の３において、御意見
ごいけん

の場合
ばあい

を記述
きじゅつ

しています。 

3 （意見
いけん

） 

第
だい

４ 条
じょう

第
だい

１項
 こう

を以下
い か

の通
とお

りとすること。 

・・・合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

が 行
おこな

われるよう環 境
かんきょう

の整備
せいび

を図
はか

らなければなら

ない。 

（理由
りゆう

） 

 行 政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

は義務
ぎ む

であることから、監督者
かんとくしゃ

の

責務
せきむ

としてもそうした書き振り
か  ぶ  

とすることが適当
てきとう

であるから。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、次
つぎ

のとおりに修 正
しゅうせい

します。 

 「…（監督者
かんとくしゃ

）は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じこう

をすること等
とう

により、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とす

る差別
さべつ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

しなければならない。」 



4 （意見
いけん

） 

第
だい

６ 条
じょう

第
だい

に以下
い か

を加筆
かひつ

すること。 

５ 第
だい

１項
こう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

は、必要
ひつよう

に応
おう

じ、相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るものとする。

（理由
りゆう

） 

相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

る旨
むね

明記
めいき

することが適切
てきせつ

であることから。 

 御意見
ごいけん

の内容
ないよう

は、第
だい

６ 条
じょう

第
だい

２項
こう

において記述
きじゅつ

しています。 

5 （意見
いけん

） 

第
だい

６ 条
じょう

第
だい

に以下
い か

を加筆
かひつ

すること。 

６ 第
だい

１項
こう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

について 障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び関係者
かんけいしゃ

にわかりやすい 形
かたち

で

周知
しゅうち

されなければならない。 

（理由
りゆう

） 

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の一覧
いちらん

が対応
たいおう

要 領
ようりょう

に記載
きさい

されただけではどこに相談
そうだん

すればよいの

かわかりにくいことから、相談
そうだん

の実効性
じっこうせい

を高
たか

める観点
かんてん

から周知
しゅうち

についての規定
きてい

を加
くわ

えるべきである。 

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

については、委員会
いいんかい

のホームページに掲載
けいさい

して周知
しゅうち

する予
よ

定
てい

で

す。 

6 Ｐ２ （相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

）第
だい

６ 条
じょう

 

意見
いけん

：相談
そうだん

窓口
まどぐち

に指定
してい

されている者
もの

に、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が含
ふく

まれているように見
み

え

ません。また、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の担当
たんとう

となる者
もの

が障 害
しょうがい

の特性
とくせい

についての理解
りかい

や知識
ちしき

があるのでしょうか？これでは、的確
てきかく

な対応
たいおう

ができないのではないかと、大変
たいへん

、

危惧
き ぐ

と不安感
ふあんかん

を感
かん

じます。 

第
だい

６ 条
じょう

の第
だい

１項
こう

を下記
か き

の文 章
ぶんしょう

表 現
ひょうげん

に変
か

えてください。 

「事務局
じむきょく

総務課
そうむか

に、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

からの職 員
しょくいん

による障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

に的確
てきかく

に対応
たいおう

するため、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に関する
かん    

専門
せんもん

知識
ちしき

を有
ゆう

する

担当者
たんとうしゃ

を配置
はいち

した相談
そうだん

窓口
まどぐち

を置
お

く。」 

第
だい

６ 条
  じょう

の第
だい

２項
こう

の三
さん

を下記
か き

の文 章
ぶんしょう

表 現
ひょうげん

に変
か

えて下さい
くだ   

。 

「三
さん

 障 害 者
しょうがいしゃ

である 職 員
しょくいん

等
とう

、総務
そうむ

課 長
かちょう

が指名
しめい

する 職 員
しょくいん

」 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、第
だい

６ 条
じょう

第
だい

３号
ごう

を次
つぎ

のとおりに修 正
しゅうせい

します。 

 「三
さん

 障 害 者
しょうがいしゃ

である職 員
しょくいん

等
とう

、総務
そうむ

課長
かちょう

が指名
しめい

する職 員
しょくいん

」 



7 P2第
だい

6 条
じょう

相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

 

（意見
いけん

） 

下記
か き

の文言
もんごん

を追加
ついか

 

相談
そうだん

窓口
まどぐち

には障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を含
ふく

む外部
がいぶ

有識者
ゆうしきしゃ

を入
い

れ、更
さら

に障 害 者
しょうがいしゃ

からの理解
りかい

が得
え

られない案件
あんけん

に関
かん

し、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

に意見
いけん

を求
もと

め相談
そうだん

する等
とう

、建設的
けんせつてき

な解決
かいけつ

に努
つと

める 

（理由
りゆう

） 

障 害 者
しょうがいしゃ

と担当者
たんとうしゃ

の 間
あいだ

で解決
かいけつ

が 難
むずか

しい案件
あんけん

は、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を 中 心
ちゅうしん

に解決
かいけつ

に当
あ

たれるよう明文化
めいぶんか

が必要
ひつよう

 

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

等
とう

を基
もと

に、監督者
かんとくしゃ

は、第
だい

４ 条
じょう

に 従
したが

って、そ

の監督
かんとく

する 職 員
しょくいん

に対
たい

し、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

を適切
てきせつ

に 行
おこな

うよう指導
しどう

する

等
とう

の対応
たいおう

をすることとしており、御意見
ごいけん

の内容
ないよう

を記述
きじゅつ

しています。 

8 「相談
そうだん

窓口
まどぐち

には 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を含
ふく

む外部
がいぶ

有識者
ゆうしきしゃ

を入
い

れ、更に
さら 

障 害 者
しょうがいしゃ

からの

理解
りかい

が得
え

られない案件
あんけん

に関
かん

し、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

に意見
いけん

を求
もと

め相談
そうだん

する等
とう

、

建設的
けんせつてき

な解決
かいけつ

に努
つと

める。」の文言
もんごん

を入
い

れること。 

該当
がいとう

箇所
かしょ

：第
だい

６ 条
じょう

―２ 

理由
りゆう

：障 碍 者
しょうがいしゃ

と担当者
たんとうしゃ

の 間
あいだ

で解決
かいけつ

が 難
むずか

しい案件
あんけん

は、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を中 心
ちゅうしん

に

解決
かいけつ

に当
あ

たれるよう明文化
めいぶんか

が必要
ひつよう

なため。 

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

等
とう

を基
もと

に、監督者
かんとくしゃ

は、第
だい

４ 条
じょう

に 従
したが

って、そ

の監督
かんとく

する 職 員
しょくいん

に対
たい

し、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

を適切
てきせつ

に 行
おこな

うよう指導
しどう

する

等
とう

の対応
たいおう

をすることとしており、御意見
ごいけん

の内容
ないよう

を記述
きじゅつ

しています。 

9 ｐ2（相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

）第
だい

６ 条
じょう

 

(意見
いけん

)相談
そうだん

窓口
まどぐち

について「相談員
そうだんいん

は複合的
ふくごうてき

な困難
こんなん

について理解
りかい

している女性
じょせい

の相談員
そうだんいん

を 必
かなら

ず置
お

くこと」の一文
いちぶん

を追記
ついき

すること。 

(理由
りゆう

)女性
じょせい

であり、障 害 者
しょうがいしゃ

である女性
じょせい

障 害 者
しょうがいしゃ

の複合
ふくごう

差別
さべつ

は、容易
ようい

に理解
りかい

さ

れにくくｐ2～3、相談
そうだん

窓口
まどぐち

で更
さら

に差別
さべつ

を受
う

けることがある。また女性
じょせい

特有
とくゆう

の

相談
そうだん

もあるため、男性
だんせい

には話
はな

しにくいこともある。そのため知識
ちしき

を持った
も   

相談員
そうだんいん

が対応
たいおう

できることが必要
ひつよう

である。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、相談
そうだん

窓口
まどぐち

となる職 員
しょくいん

には女性
じょせい

職 員
しょくいん

を含
ふく

むように努
つと

め

ます。 

10 第
だい

６ 条
じょう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せっち

は重 要
じゅうよう

で、手紙
てがみ

、電話
でんわ

、ＦＡＸ、メールと、方法
ほうほう

が

多様
たよう

であることを評価
ひょうか

します。しかしメールは、特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

のホ

ームページの御意見
ごいけん

提 出
ていしゅつ

フォームを使用
しよう

するとなっています。障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に

よっては、意見
いけん

提 出
ていしゅつ

フォームの利用
りよう

が困難
こんなん

な場合
ばあい

があります。ホームページを

経由
けいゆ

せず、専用
せんよう

のメールアドレスを開設
かいせつ

し公開
こうかい

して下
くだ

さい。 

この相談
そうだん

窓口
まどぐち

の周知
しゅうち

を徹底
てってい

して下
くだ

さい。障 害
しょうがい

をもつ当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、

 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

からの相談
そうだん

を 装
よそお

ったサイバー攻撃
こうげき

のメールを防
ふせ

ぐ観点
かんてん

から、

メールアドレスを公開
こうかい

しませんが、第
だい

６ 条
じょう

第
だい

１項
こう

では、「…その他
た

任意
にんい

の

方法
ほうほう

を用
もち

いて相談
そうだん

することができる」と定
さだ

め、個別
こべつ

具体
ぐたい

の事案
じあん

に応
おう

じ、メール

での対応
たいおう

を検討
けんとう

します。また、相談
そうだん

窓口
まどぐち

については、委員会
いいんかい

のホームページ

に掲載
けいさい

して周知
しゅうち

する予定
よてい

です。 



窓口
まどぐち

があることを広
ひろ

く知
し

らせて下
くだ

さい。５として、「相談
そうだん

窓口
まどぐち

の利用
りよう

について、

障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

と連携
れんけい

して周知
しゅうち

する。」と加筆
かひつ

して下
くだ

さい。 

11 ｐ2（相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

）第
だい

６ 条
じょう

 

四
よん

 メールによる方法
ほうほう

 

(意見
いけん

)メールアドレスも明記
めいき

し、直 接
ちょくせつ

メールを送
おく

れるようにする。  

(理由
りゆう

)意見
いけん

提 出
ていしゅつ

フォームだけでは視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

は画像
がぞう

認 証
にんしょう

ができないため

利用
りよう

できない。 

 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

からの相談
そうだん

を 装
よそお

ったサイバー攻撃
こうげき

のメールを防
ふせ

ぐ観点
かんてん

から、

メールアドレスを公開
こうかい

しませんが、第
だい

６ 条
じょう

第
だい

１項
こう

では、「…その他
た

任意
にんい

の

方法
ほうほう

を用
もち

いて相談
そうだん

することができる」と定
さだ

め、個別
こべつ

具体
ぐたい

の事案
じあん

に応
おう

じ、メール

での対応
たいおう

を検討
けんとう

します。 

12 職 員
しょくいん

等
とう

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する 障 害
しょうがい

特性
とくせい

理解
りかい

のための 障 害
しょうがい

別
べつ

の 研 修 会
けんしゅうかい

等
とう

を

必
かなら

ず実施
じっし

することを要望
ようぼう

する。研 修 会
けんしゅうかい

開催
かいさい

計画
けいかく

については内容
ないよう

や回数
かいすう

を

明文化
めいぶんか

することに加えて
くわ  

実施
じっし

の際
さい

は 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を交
まじ

えた研 修 会
けんしゅうかい

として開催
かいさい

する必要性
ひつようせい

がある。また使用
しよう

するマニュアルは障 害 者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や当事者
とうじしゃ

の 監 修
かんしゅう

のもと当事者
とうじしゃ

が納得
なっとく

できるものにすることを望
のぞ

む。例
たと

えば、視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

につい

ては移動
いどう

支援
しえん

を 必
かなら

ず盛
も

り込
こ

むなど当事者
とうじしゃ

の必然性
ひつぜんせい

が反映
はんえい

されたものであるこ

とが必須
ひっす

である 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、職 員
しょくいん

が、不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

提 供
ていきょう

について理解
りかい

を深
ふか

め、実践
じっせん

していくことにつながる研 修
けんしゅう

となるよう、

その内容
ないよう

を検討
けんとう

してまいります。 

13 
第
だい

７ 条
じょう

「総務
そうむ

課長
かちょう

は、 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の 解 消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、

職 員
しょくいん

に対
たい

し、必要
ひつよう

な研 修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を 行
おこな

うものとする。」に、「研 修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

は、

障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

と連携
れんけい

して 行
おこな

う。とくに、女性
じょせい

障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する性差
せいさ

別
べつ

へ

の理解
りかい

を深
ふか

める。」と加筆
かひつ

して下
くだ

さい。 

職 員
しょくいん

が障 害
しょうがい

の特性
とくせい

を理解
りかい

するためには、障 害
しょうがい

の当事者
とうじしゃ

や当事者
とうじしゃ

の身近
みぢか

な人
ひと

からの 研 修
けんしゅう

が欠
か

かせません。当事者
とうじしゃ

あるいは身近
みぢか

な人
ひと

からの 研 修
けんしゅう

の機会
きかい

を得
え

るため、研 修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

にあたって障 害
しょうがい

をもつ当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

です。

さらに、女性
じょせい

であって障 害
しょうがい

をもつ人
ひと

を理解
りかい

するには、性別
せいべつ

によって異
こと

なる 扱
あつか

いをする性
せい

差別
さべつ

に対する
たい   

理解
りかい

も必要
ひつよう

です。障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解 消 法
かいしょうほう

の第
だい

7 条
じょう

 ２

項
こう

には「 行 政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、当該
とうがい

障 害 者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及び
およ 

障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に応
おう

じて、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

につい

て必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなければならない。」とあります。女性
じょせい

であること

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、職 員
しょくいん

が、不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

提 供
ていきょう

について理解
りかい

を深
ふか

め、実践
じっせん

していくことにつながる研 修
けんしゅう

となるよう、

講師
こうし

の選定
せんてい

を含
ふく

めその内容
ないよう

を検討
けんとう

してまいります。 



によって性
せい

差別
さべつ

をも受
う

けている女性
じょせい

障 害 者
しょうがいしゃ

が、男性
だんせい

よりも不利
ふ り

な立場
たちば

に置
お

か

れることがないように配慮
はいりょ

しなければならないと、言
い

っているのです。研 修
けんしゅう

・

啓発
けいはつ

では女性
じょせい

である 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

またはその 状 況
じょうきょう

に詳
くわ

しい女
じょ

性
せい

を講師
こうし

とし

て下
くだ

さい。 

14 ｐ3（研 修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

）第
だい

７条
じょう

  

「職 員
しょくいん

への研 修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

において、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

とも連携
れんけい

して行
おこな

う。その際
さい

、男性
だんせい

障 害 者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

のみでなく、女性
じょせい

障 害 者
しょうがいしゃ

からの意見
いけん

も聞
き

き取
と

る。研 修
けんしゅう

講師
こうし

と

して当事者
とうじしゃ

を招
まね

く場合
ばあい

はジェンダーバランスに考慮
こうりょ

し、複合
ふくごう

差別
さべつ

の知識
ちしき

を持
も

った

女性
じょせい

当事者
とうじしゃ

を 必
かなら

ず入
い

れる」という一文
いちぶん

を追記
ついき

する。 

(理由
りゆう

) 

権利
けんり

条 約
じょうやく

の基本的
きほんてき

な理念
りねん

である「 私
わたし

たち抜
  ぬ

きに私たち
わたし   

のことを決
き

めないで」

を実践
じっせん

するため、当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を聴
き

くことが必要
ひつよう

。ただ障 害 者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

などは男性
だんせい

が 長
ちょう

であることが多
おお

いので、その団体
だんたい

の代 表 者
だいひょうしゃ

をだすとなると男性
だんせい

に 偏
かたよ

り

がちとなる。積 極 的
せっきょくてき

改善
かいぜん

をするために女性
じょせい

当事者
とうじしゃ

をいれることを明文化
めいぶんか

すべき

である。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、職 員
しょくいん

が、不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

提 供
ていきょう

について理解
りかい

を深
ふか

め、実践
じっせん

していくことにつながる研 修
けんしゅう

となるよう、

講師
こうし

の選定
せんてい

を含
ふく

めその内容
ないよう

を検討
けんとう

してまいります。 

15 （意見
いけん

） 

別紙
べっし

 第
だい

２ ５行目
ぎょうめ

以降
いこう

を以下
い か

とすること 

・・正当
せいとう

な理由
りゆう

に相当
そうとう

するか否
いな

かについて、具体的
ぐたいてき

な検討
けんとう

をせずに正当
せいとう

な理由
りゆう

を拡
かく

大 解 釈
だいかいしゃく

するなどして法
ほう

の趣旨
しゅし

を損
そこ

なうことなく、個別
こべつ

の事案
じあん

ごとに、

障 害 者
しょうがいしゃ

、第三者
だいさんしゃ

の権利
けんり

利益
りえき

…
・・・

障 害 者
しょうがいしゃ

にその理由
りゆう

を説明
せつめい

するものとし、・・

（理由
りゆう

） 

 正当
せいとう

な理由
りゆう

が拡大
かくだい

解 釈
かいしゃく

されることで結果
けっか

として 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

が

解 消
かいしょう

されない事態
じたい

が 考
かんが

えられることから。また、正当
せいとう

な理由
りゆう

があると判断
はんだん

し

た場合
ばあい

の障 害 者
しょうがいしゃ

への説明
せつめい

は義務化
ぎ む か

するべきであることから。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、次
つぎ

のとおり修 正
しゅうせい

します。 

 「職 員
しょくいん

は、…必要
ひつよう

である。」の一文
いちぶん

の次
つぎ

に、「職 員
しょくいん

は、具体的
ぐたいてき

な検討
けんとう

をせ

ずに正当
せいとう

な理由
りゆう

に該当
がいとう

すると判断
はんだん

するといった、法
ほう

の趣旨
しゅし

を損
そこ

なうことをし

てはならない。」を追加
ついか

します。 

 「また、職 員
しょくいん

は、…障 害 者
しょうがいしゃ

にその理由
りゆう

を『説明
せつめい

するものとし、障 害 者
しょうがいしゃ

の』理解
りかい

を得
え

るよう…」とします。 



16 正当
せいとう

な理由
りゆう

の判断
はんだん

の視点
してん

 

意見
いけん

：厚 労 省
こうろうしょう

福祉事
ふくしじ

業者向
ぎょうしゃむ

けガイドライン、経 産 省
けいさんしょう

の対応
たいおう

指針
ししん

案
あん

に下記
か き

の

文 章
ぶんしょう

が書
か

かれています。これは非
ひ

常
じょう

に大事
だいじ

な視点
してん

なので、貴省
きしょう

にも書
か

き加
くわ

え

てください。 

 

『なお、「客 観 的
きゃっかんてき

に判断
はんだん

する」とは、主観的
しゅかんてき

な判断
はんだん

に委
ゆだ

ねられるのではなく、

その 主 張
しゅちょう

が 客 観 的
きゃっかんてき

な事実
じじつ

によって裏付
うらづ

けられ、第三者
だいさんしゃ

の立場
たちば

から見て
み  

も

納得
なっとく

を得られる
え    

ような「客 観 性
きゃっかんせい

」が必要
ひつよう

とされるものです。 また、「正当
せいとう

な

理由
りゆう

」を根拠
こんきょ

に、不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いを禁止
きんし

する法
ほう

の趣旨
しゅし

が形骸化
けいがいか

されるべき

ではなく、抽 象 的
ちゅうしょうてき

に事故
じ こ

の危惧
き ぐ

がある、危険
きけん

が想定
そうてい

されるといった理由
りゆう

により

サービスを提 供
ていきょう

しないといったことは適切
てきせつ

ではありません。』 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、次
つぎ

のとおり修 正
しゅうせい

します。15 と同じ
おな 

修 正
しゅうせい

です。 

 「職 員
しょくいん

は、…必要
ひつよう

である。」の一文
いちぶん

の次
つぎ

に、「職 員
しょくいん

は、具体的
ぐたいてき

な検討
けんとう

をせ

ずに正当
せいとう

な理由
りゆう

に該当
がいとう

すると判断
はんだん

するといった、法
ほう

の趣旨
しゅし

を損
そこ

なうことをし

てはならない。」を追加
ついか

。 

 「また、職 員
しょくいん

は、…障 害 者
しょうがいしゃ

にその理由
りゆう

を『説明
せつめい

するものとし、障 害 者
しょうがいしゃ

の』理解
りかい

を得
え

るよう…」に修 正
しゅうせい

。 

17 
P4（別紙

べっし

）第
だい

2正当
せいとう

な理由
りゆう

の判断
はんだん

の視点
してん

/P7第
だい

5過
か

重
じゅう

な負担
ふたん

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

（意見
いけん

） 

下記
か き

の文言
もんごん

を追加
ついか

 

理解
りかい

を得
え

られない場合
ばあい

は、相談
そうだん

窓口
まどぐち

と調 整
ちょうせい

を図
はか

ること 

（理由
りゆう

） 

職 員
しょくいん

が障 害 者
しょうがいしゃ

に説明
せつめい

しても解決
かいけつ

が困難
こんなん

な場合
ばあい

の手立
て だ

てが必要
ひつよう

 

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

等
とう

を基
もと

に、監督者
かんとくしゃ

は、第
だい

４ 条
じょう

に 従
したが

って、そ

の監督
かんとく

する 職 員
しょくいん

に対
たい

し、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

を適切
てきせつ

に 行
おこな

うよう指導
しどう

する

等
とう

の対応
たいおう

をすることとしており、御意見
ごいけん

の内容
ないよう

を記述
きじゅつ

しています。 

18 第
だい

２ 正当
せいとう

な理由
りゆう

の判断
はんだん

の視点
してん

 11行目
ぎょうめ

（文言
もんごん

の変更
へんこう

） 

「理解
りかい

を得
え

るよう努
つと

めることが望
のぞ

ましい」→「理解
りかい

を得
え

るよう努
つと

めなければなら

ない」 

理由
りゆう

） 障 害
しょうがい

のない者
もの

と同等
どうとう

の取
と

り 扱
あつか

いを受
う

けられない場合
ばあい

は、その理由
りゆう

を

十 分
じゅうぶん

に説明
せつめい

されることが必要
ひつよう

であるため、「望
のぞ

ましい」という文言
もんごん

は不適切
ふてきせつ

で

あると 考
かんが

える。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

１に次
つぎ

の一文
いちぶん

を追加
ついか

します。 

 「なお、この留意
りゅうい

事項
じこう

において「望
のぞ

ましい」と記 述
じゅつ

している事項
じこう

について

は、これに 従
したが

わなかったことをもって直
ただ

ちに法
ほう

違反
いはん

と判断
はんだん

されることはない

が、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

８４号
ごう

）の基本的
きほんてき

な理念
りねん

及
およ

び法
ほう

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ、可能
かのう

な限
かぎ

り取
と

り組
く

むことが望
のぞ

まれることを意味
い み

する。」 



19 別紙
べっし

第
だい

３ 

具体例
ぐたいれい

 

○障 害
しょうがい

があることを理由
りゆう

に対応
たいおう

の順 序
じゅんじょ

を劣後
れつご

させる。 

⇒ 状
じょう

況
きょう

によっては後
あと

の場合
ばあい

が望
のぞ

ましいケースも 考
かんが

えられるので 

「理由
りゆう

なく障 害
しょうがい

があること～」と書
か

き加
くわ

える 

○比喩
ひ ゆ

表 現
ひょうげん

等
とう

が苦手
にがて

な障 害 者
しょうがいしゃ

 

⇒わかりにくい。 

「文 章
ぶんしょう

に対する
たい   

理解度
りかいど

に難
なん

がある障 害 者
しょうがいしゃ

」 

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

３に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、正当
せいとう

な理由
りゆう

が存在
そんざい

しないことを前提
ぜんてい

と

し、かつ、あくまで例示
れいじ

であって例示
れいじ

したものに限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。 

 いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

20 第
だい

３ 不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取
と

り 扱
あつか

いの具体例
ぐたいれい

（追加
ついか

） 

○ 手話
しゅわ

（手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の同席
どうせき

を含
ふく

む。）や筆談
ひつだん

による対応
たいおう

、または FAX や電子
でんし

メ

ールによる通信
つうしん

を求
もと

める聴 覚
ちょうかく

言語
げんご

障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、それを拒否
きょひ

すること。 

○ 説明会
せつめいかい

やシンポジウム等
とう

で、手話
しゅわ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひっき

などの情 報
じょうほう

保障
ほしょう

をしな

いこと。 

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

３に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。 

 いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

21 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関
かん

して 

「個人
こじん

としての尊 重
そんちょう

を持
も

って接
せっ

すること」を最優先
さいゆうせん

で 強 調
きょうちょう

して欲
ほ

しいとお

もいます。 

典型的
てんけいてき

な例
れい

を示
しめ

すのが悪
わる

いわけではないですが、「○○障 害
しょうがい

だからこのとおり

にやれば大丈夫
だいじょうぶ

」などと安易
あんい

に型
かた

にはめられるものだと 考
かんが

えられては 逆
ぎゃく

に困
こま

ることも出
で

てくるでしょう。 

 御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

22 「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

の事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・

機能
きのう

に照
て

らし、必要
ひつよう

とされる範囲
はんい

で本来
ほんらい

の業務
ぎょうむ

に付随
ふずい

するものに限
かぎ

られること」

とされているが、本来的
ほんらいてき

業務
ぎょうむ

の範囲
はんい

を厳格
げんかく

に解 釈
かいしゃく

して、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提 供
ていきょう

すべき場面
ばめん

を限定
げんてい

すべきではない。 

 御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

23 意思
い し

の 表 明
ひょうめい

について、「現
げん

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の

障 害 者
しょうがいしゃ

からの意思
い し

の表 明
ひょうめい

は、 具体的
ぐたいてき

場面
ばめん

において、言語
げんご

（手話
しゅわ

を含
ふく

む。）のほ

か、点字
てんじ

、拡大
かくだい

文字
も じ

、筆談
ひつだん

、 実物
じつぶつ

の提示
ていじ

や身振
み ぶ

りサイン等
とう

による合図
あいず

、触 覚
しょっかく

による意思
い し

伝達
でんたつ

など、障 害 者
しょうがいしゃ

 が他人
たにん

とコミュニケーションを図
はか

る際
さい

に必要
ひつよう

な

手段
しゅだん

（通訳
つうやく

を介
かい

するものを含
ふく

む。）とされているが、（通訳
つうやく

を介
かい

するもの）を（言語
げんご

 障 害 者
しょうがいしゃ

の方
ほう

が他者
たしゃ

とコミュニケーションを図
はか

る際
さい

に必要
ひつよう

な手段
しゅだん

は多様
たよう

で

あり、これら多様
たよう

な手段
しゅだん

のそれぞれに対応
たいおう

して「通訳
つうやく

を介
かい

するもの」と記述
きじゅつ

することで、御意見
ごいけん

の言語
げんご

通訳
つうやく

、手話
しゅわ

通訳
つうやく

等
とう

の全
すべ

てが網羅的
もうらてき

に含
ふく

まれること

になります。 



通訳
つうやく

・手話
しゅわ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

・盲
もう

ろう通訳
つうやく

等
とう

を介
かい

するもの）とすべきである。

24 （意見
いけん

） 

別紙
べっし

 第
だい

４の３及
およ

び５を以下
い か

とすること。 

３の末尾
まつび

 ・・自主的
じしゅてき

に取
と

り組
く

むものとする。 

５の末尾
まつび

 ・・盛
も

り込
こ

むものとする。 

（理由
りゆう

） 

 法
ほう

の趣旨
しゅし

を広く
ひろ 

社会
しゃかい

に定 着
ていちゃく

させるために、率先
そっせん

垂範
すいはん

の観点
かんてん

から。 

御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

１に次
つぎ

の一文
いちぶん

を追加
ついか

します。18と同
おな

じ修 正
しゅうせい

です。 

 「なお、この留意
りゅうい

事項
じこう

において「望
のぞ

ましい」と記 述
じゅつ

している事項
じこう

について

は、これに 従
したが

わなかったことをもって直
ただ

ちに法
ほう

違反
いはん

と判断
はんだん

されることはない

が、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

８４号
ごう

）の基本的
きほんてき

な理念
りねん

及
およ

び法
ほう

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ、可能
かのう

な限
かぎ

り取
と

り組
く

むことが望
のぞ

まれることを意味
い み

する。」 

25 （意見
いけん

） 

別紙
べっし

 第
だい

５ の３行目
ぎょうめ

 を以下
い か

とすること。 

・・その理由
りゆう

を説明
せつめい

するものとし、・・ 

（理由
りゆう

） 

 過重
かじゅう

な負担
ふたん

に当たる
あ   

と判断
はんだん

した場合
ばあい

には、判断
はんだん

した側
がわ

はその理
り

由
ゆう

等
とう

について

障 害 者
しょうがいしゃ

に説明
せつめい

することを義務化
ぎ む か

することが適切
てきせつ

であることから。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、次
つぎ

のとおり修 正
しゅうせい

します。 

「また、 職
しょく

員
いん

は、…障 害 者
しょうがいしゃ

にその理由
りゆう

を『説明
せつめい

するものとし、障 害 者
しょうがいしゃ

の』理解
りかい

を得
え

るよう…」 

26 過重
かじゅう

な負担
ふたん

についての基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

について 

意見
いけん

：障 害
しょうがい

のない人
ひと

が普通
ふつう

に行使
こうし

できる権利
けんり

を制限
せいげん

する「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」という

抗弁
こうべん

（差別
さべつ

行為
こうい

の正当化
せいとうか

）はあくまでも例外的
れいがいてき

なものであり、国
くに

や独立
どくりつ

行 政
ぎょうせい

法人
ほうじん

などの 省 庁
しょうちょう

機関
きかん

は民間
みんかん

の手本
てほん

となるよう、それらについてはできるだけ

慎 重
しんちょう

に判断
はんだん

すべきである。そのため、下記
か き

の文 章
ぶんしょう

を書
か

き加
くわ

えてください。 

 

『「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」とは、主観的
しゅかんてき

な判断
はんだん

に委
ゆだ

ねられるのではなく、その 主 張
しゅちょう

が

客 観 的
きゃっかんてき

な事実
じじつ

によって裏付
うらづ

けられ、第三者
だいさんしゃ

の立場
たちば

から見て
み  

も納得
なっとく

を得
え

られる

ような「客 観 性
きゃっかんせい

」が必要
ひつよう

とされるものです。また、「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」を根拠
こんきょ

に、

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

をもとめる法
ほう

の趣旨
しゅし

が形骸化
けいがいか

されるべきではありません。』 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、次
つぎ

のとおり修 正
しゅうせい

します。 

 「職 員
しょくいん

は、…必要
ひつよう

である。」の一文
いちぶん

の次
つぎ

に、「職 員
しょくいん

は、具体的
ぐたいてき

な検討
けんとう

をせ

ずに過重
かじゅう

な負担
ふたん

に当
あ

たると判断
はんだん

するといった、法
ほう

の趣旨
しゅし

を損
そこ

なうことをして

はならない。」を追加
ついか

。 



27 別紙
べっし

「第
だい

５ 過重
かじゅう

な負担
ふたん

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」 

（前 略
ぜんりゃく

）職 員
しょくいん

は、過重
かじゅう

な負担
ふたん

に当
あ

たると判断
はんだん

した場合
ばあい

は、障 害 者
しょうがいしゃ

にその理由
りゆう

を説明
せつめい

し、理解
りかい

を得る
え  

よう努
つと

めることが望
のぞ

ましい。 

上記
じょうき

の文言
もんごん

を以下
い か

の通
とお

り変更
へんこう

して下
くだ

さい。 

（前 略
ぜんりゃく

）職 員
しょくいん

は、過重
かじゅう

な負担
ふたん

に当
あ

たると判断
はんだん

した場合
ばあい

は、障 害 者
しょうがいしゃ

にその理由
りゆう

を説明
せつめい

し、理解
りかい

を得
え

るよう努
つと

めること、また理解
りかい

を得
え

られない場合
ばあい

は、相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

と調 整
ちょうせい

を図
はか

ることが望
のぞ

ましい。 

理由
りゆう

：障 害 者
しょうがいしゃ

から理解
りかい

を得
え

られない場合
ばあい

に、相談
そうだん

窓口
まどぐち

が 職 員
しょくいん

と障 害 者
しょうがいしゃ

の

間
あいだ

に入
はい

ることで、調 整
ちょうせい

・歩
あゆ

み寄
よ

りを図
はか

る必要
ひつよう

がある。 

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

等
とう

を基
もと

に、監督者
かんとくしゃ

は、第
だい

４ 条
じょう

に 従
したが

って、そ

の監督
かんとく

する 職 員
しょくいん

に対
たい

し、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

を適切
てきせつ

に 行
おこな

うよう指導
しどう

する

等
とう

の対応
たいおう

をすることとしており、御意見
ごいけん

の内容
ないよう

を記述
きじゅつ

しています。 

28 第
だい

５ 過 重
じゅう

な負担
ふたん

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

 ４行目
ぎょうめ

（文言
もんごん

の変更
へんこう

） 

「理解
りかい

を得
え

るよう努
つと

めることが望
のぞ

ましい」→「理解
りかい

を得
え

るよう努
つと

めなければなら

ない」 

理由
りゆう

）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

が過重
かじゅう

な負担
ふたん

となる場合
ばあい

は、その理由
りゆう

を十 分
じゅうぶん

に説明
せつめい

されることが必要
ひつよう

であるため、「望
のぞ

ましい」という文言
もんごん

は不適切
ふてきせつ

であると 考
かんが

え

る。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

１に次
つぎ

の一文
いちぶん

を追加
ついか

します。18と同
おな

じ修 正
しゅうせい

です。 

 「なお、この留意
りゅうい

事項
じこう

において「望
のぞ

ましい」と記
き

述
じゅつ

している事項
じこう

について

は、これに 従
したが

わなかったことをもって直
ただ

ちに法
ほう

違反
いはん

と判断
はんだん

されることはない

が、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

８４号
ごう

）の基本的
きほんてき

な理念
りねん

及
およ

び法
ほう

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ、可能
かのう

な限
かぎ

り取
と

り組
く

むことが望
のぞ

まれることを意味
い み

する。」 

29 意見
いけん

： （合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に当
あ

たり得
う

る物理的
ぶつりてき

環 境
かんきょう

への配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

）に、 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

への具体例
ぐたいれい

が見
み

られません。下記
か き

を具体例
ぐたいれい

に加
くわ

えて下
くだ

さい。 

「具体例
ぐたいれい

：館内
かんない

放送
ほうそう

や天災
てんさい

や事故
じ こ

などの 緊 急
きんきゅう

情 報
じょうほう

を聞
き

くことが 難
むずか

しい

障 害 者
しょうがいしゃ

に 対
たい

し 、 電光
でんこう

ボ ー ド や 電光
でんこう

掲示板
けいじばん

な ど を 活用
かつよう

し 、 館内
かんない

の

目につきやすい
め       

場所
ばしょ

に分
わ

かりやすい表 現
ひょうげん

で掲示
けいじ

する。」 

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

６に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって、例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。また、特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

は民間
みんかん

ビルに

入 居
にゅうきょ

しており、また、事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

の性 質 上
せいしつじょう

、来 庁 者
らいちょうしゃ

が職 員
しょくいん

を 伴
ともな

わ

ず単独
たんどく

で執務
しつむ

室内
しつない

を行動
こうどう

することを想定
そうてい

していません。御
ご

意見
いけん

のような例
れい

の

ときは、 職 員
しょくいん

による筆談
ひつだん

などの合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 提 供
ていきょう

することが想定
そうてい

されま

すが、いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

30 物理的
ぶつりてき

環 境
かんきょう

への配慮
はいりょ

として、「電光
でんこう

表示板
ひょうじばん

、磁気
じ き

誘導
ゆうどう

ループなどの補聴
ほちょう

装置
そうち

の設置
せっち

、音声
おんせい

ガイドの設置
せっち

」を加
くわ

えるべきである。 

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

６に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって、例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣
しゅ

旨
し

ではありません。 

いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

31 別紙
べっし

「第
だい

６ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に当
あ

たり得
う

る意思
い し

疎通
そつう

の配慮
はいりょ

の

具体例
ぐたいれい

）」 

「館内
かんない

放送
ほうそう

や事故
じ こ

などの緊 急
きんきゅう

情 報
じょうほう

を聞
き

くことが 難
むずか

しい障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、電

光
こう

ボードや電光
でんこう

掲示板
けいじばん

などを活用
かつよう

し、館内
かんない

の目
め

につきやすい場所
ばしょ

に分
わ

かりやす

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

６に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって、例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。また、特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

は民間
みんかん

ビルに

入 居
にゅうきょ

しており、また、事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

の性 質 上
せいしつじょう

、来 庁 者
らいちょうしゃ

が職 員
しょくいん

を 伴
ともな

わ

ず単独
たんどく

で執務
しつむ

室内
しつない

を行動
こうどう

することを想定
そうてい

していません。御
ご

意見
いけん

のような例
れい

の



い表 現
ひょうげん

で掲示
けいじ

すること。」を追記
ついき

して下
くだ

さい。 

理由
りゆう

： 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

は放送
ほうそう

を聞
き

くことができず 状 況
じょうきょう

が分
わ

からないため、誰
だれ

もが分
わ

かる方法
ほうほう

で対応
たいおう

すべき。 

ときは、 職 員
しょくいん

による筆談
ひつだん

などの合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 提 供
ていきょう

することが想定
そうてい

されま

すが、いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

32 意思
い し

疎通
そつう

の配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

に「要約
ようやく

筆記
ひっき

」を明記
めいき

すべきである。  留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

６に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって、例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。 

いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

33 意見
いけん

： （合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に当
あ

たり得
う

る意思
い し

疎通
そつう

の配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

）に、下記
か き

を加
くわ

えて

下
くだ

さい。  

「具体例
ぐたいれい

：会議
かいぎ

の進行
しんこう

にあたり、資料
しりょう

を見
み

ながら説明
せつめい

を聞
き

くことが困
こん

難
なん

な視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

、聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

、障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、その特性
とくせい

に応
おう

じ、ゆっくり、

丁寧
ていねい

な進行
しんこう

を 心
こころ

がけるなど配慮
はいりょ

を 行
おこな

う。」 

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

６に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって、例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。 

いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

34 別紙
べっし

 特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

における差別
さべつ

の 解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する対応
たいおう

要 領
ようりょう

に係
かか

る留意
りゅうい

事項
じこう

 

 

第
だい

６ 合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

（合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

に当
あ

たり得
う

る意思
い し

疎通
そつう

の配慮
はいりょ

の

具体例
ぐたいれい

）○８つ目
め

 

「知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

」の「知的
ちてき

」を削除
さくじょ

してださい。 

理由
りゆう

）日本語
にほんご

の習 得
しゅうとく

が十 分
じゅうぶん

でない聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

や、精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

して

も同様
どうよう

の配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

であるため 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、次
つぎ

のとおり修 正
しゅうせい

いたします。 

 「○ 障 害 者
しょうがいしゃ

から申出
もうしで

があった際
さい

に、」 

35 意見
いけん

：（ルール・慣行
かんこう

の柔 軟
じゅうなん

な変更
へんこう

の具体例
ぐたいれい

）における“◯ スクリーンや板書
ばんしょ

等
とう

がよく見え
み え

るように、スクリーン等
とう

に近い
ちか 

席
せき

を確保
かくほ

する。”の箇所
かしょ

について、

下記
か き

の表 現
ひょうげん

に変
か

えて下さい。「◯ スクリーンや板書
ばんしょ

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

がよく見
み

え

るように、スクリーンや手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

に近
ちか

い席
せき

を確保
かくほ

する。」 

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

６に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって、例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。 

いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

36 障 害 者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

理解
りかい

を強化
きょうか

促進
そくしん

するため具体例
ぐたいれい

や事例集
じれいしゅう

はより一層
   いっそう

内容
ないよう

を

充 実
じゅうじつ

する必要
ひつよう

がある。具体例
ぐたいれい

や事例
じれい

は常に
つねに

変化
へんか

するため追加
ついか

・更新
こうしん

しやすくす

るため「別紙
べっし

」とすべきである。その他
た

、障害当事者間
しょうがいとうじしゃかん

の情 報 共 有
じょうほうきょうゆう

のため WEB

サイトの 有効
ゆうこう

活用
かつよう

を 促進
そくしん

し事例
じれい

の即時
そくじ

掲載
けいさい

や 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

等
とう

から例示
れいじ

を

 特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

では、具体例
ぐたいれい

を含
ふく

めた 形
かたち

で、この対応
たいおう

要 領
ようりょう

を

訓令
くんれい

として定
さだ

める予定
よてい

ですが、訓令
くんれい

として定
さだ

める場合
ばあい

、別紙
べっし

にすることで

追加
ついか

・更新
こうしん

しやすくなるわけではありません。 

 いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 



収 集
しゅうしゅう

する仕組み
し く  

を設
もう

けることなどを要望
ようぼう

する。 

37 「会議
かいぎ

の進行
しんこう

の際
さい

には、委員
いいん

の 障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に合
あ

った介助員
かいじょいん

を付
つ

ける等
とう

配慮
はいりょ

すること。」を明
めい

記
き

すること。 

該当
がいとう

箇所
かしょ

：(別紙
べっし

）第
だい

６ 

理由
りゆう

：改 正 障 碍 者
かいせいしょうがいしゃ

基本法
きほんほう

３３ 条
じょう

２にあるように、「会議
かいぎ

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

事例
じれい

」の記述
きじゅつ

が必要
ひつよう

。例
たと

えば、聴 覚 障 碍 者
ちょうかくしょうがいしゃ

は音声
おんせい

情 報
じょうほう

が入
はい

らないため、

資料
しりょう

と手話
しゅわ

もしくは文字
も じ

通訳
つうやく

を同時
どうじ

に見
み

ることができず、そのための介助員
かいじょいん

が

必要
ひつよう

 

 留意
りゅうい

事項
じこう

の第
だい

６に掲
かか

げる具体例
ぐたいれい

は、あくまで例示
れいじ

であって、例示
れいじ

したものに

限
かぎ

る趣旨
しゅし

ではありません。 

 いずれにしても、御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

38 P1第
だい

4 条
じょう

監督員
かんとくいん

の責務
せきむ

 

P2第
だい

6 条
じょう

相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

 

P6（別紙
べっし

）第
だい

4-3意思
い し

の表 明
ひょうめい

に～ 

P8（別紙
べっし

）第
だい

6合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

（意思
い し

疎通
そつう

） 

（意見
いけん

） 

下記
か き

の文言
もんごん

を追加
ついか

 

障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手
しゅ

段
だん

を確保
かくほ

すること。とりわけコ

ミュニケーションを支援
しえん

する者
もの

（手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

等
とう

）を配置
はいち

すること

（理由
りゆう

） 

障 害 者
しょうがいしゃ

のために様 々
さまざま

なコミュニケーション手
しゅ

段
だん

を用意
ようい

するとともに 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 表 明
ひょうめい

・ 相談
そうだん

及び
および

意思
い し

疎通
そつう

の 配慮
はいりょ

では手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

等
とう

の配置
はいち

が必要
ひつよう

 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、相談
そうだん

窓口
まどぐち

では多様
たよう

なコミュニケーション手段
しゅだん

を確保
かくほ

でき

るように努
つと

めます。 



39 「障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手段
しゅだん

を確保
かくほ

」および「コミュニ

ケーションを支援
しえん

する者
もの

（手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

等
とう

）を設置
せっち

すること」を明記
めいき

すること。 

該当
がいとう

箇所
かしょ

：第
だい

４ 条
じょう

、第
だい

６ 条
じょう

、（別紙
べっし

）第
だい

４－３、第
だい

６ 

理由
りゆう

： 障 碍 者
しょうがいしゃ

のために様々
さまざま

なコミュニケーション手段
しゅだん

を用意
ようい

するとともに

聴 覚 障 碍 者
ちょうかくしょうがいしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 表 明
ひょうめい

・ 相談
そうだん

及び
および

意志
い し

疎通
そつう

の 配慮
はいりょ

では

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

等
とう

の支
し

援
えん

が必要
ひつよう

なため。 

 御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、相談
そうだん

窓口
まどぐち

では多様
たよう

なコミュニケーション手段
しゅだん

を確保
かくほ

でき

るように努
つと

めます。 

40 表 記 上
ひょうきじょう

「…が望
のぞ

ましい」のような曖昧
あいまい

な 表 現
ひょうげん

ではなく、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

には努力
どりょく

義務
ぎ む

があることの意識
いしき

を強
つよ

くするために「が必要
ひつよう

」という表 現
ひょうげん

にすべきである

 この対
たい

応
おう

要 領
ようりょう

案
あん

は、法
ほう

第
だい

９ 条
じょう

に基
もと

づき定
さだ

める、特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

の職 員
しょくいん

についてのものですが、御意見
ごいけん

は、法
ほう

第
だい

11 条
じょう

に基
もと

づき定
さだ

める

対応
たいおう

指針
ししん

についてのものであり、本件
ほんけん

意見
いけん

募集
ぼしゅう

の対 象 外
たいしょうがい

であると 考
かんが

えま

す。 

41 障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

に関
かん

して 

まず身体
しんたい

障 害
しょうがい

以外
いがい

の障 害
しょうがい

がどんなものか知
し

らない人
ひと

が多
おお

すぎます。知
し

らない

では適切
てきせつ

な対応
たいおう

をできないのも無理
む り

は無
な

いでしょう。言
い

い方
かた

悪
わる

いかもしれない

ですが、「目
め

に見
み

えるわかりやすい障 害 者
しょうがいしゃ

」ばかりでなく、差別
さべつ

されやすい種類
しゅるい

の障 害
しょうがい

もあると知
し

る機会
きかい

が小 学 校
しょうがっこう

の頃
ころ

からあるべき。 

 この対
たい

応
おう

要 領
ようりょう

案
あん

は、法
ほう

第
だい

９ 条
じょう

に基
もと

づき定
さだ

める、特定
とくてい

個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

の 職 員
しょくいん

についてのものですが、御意見
ごいけん

を踏
ふ

まえ、 職 員
しょくいん

が、 障 害
しょうがい

の

種類
しゅるい

などについて理解
りかい

を深
ふか

めることにつながる研 修
けんしゅう

となるよう、第
だい

７ 条
じょう

の

研 修
けんしゅう

の内容
ないよう

を検討
けんとう

してまいります。 

42 手動
しゅどう

車椅子
くるまいす

に乗
の

っている身体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

です。子供
こども

の頃
ころ

、親
おや

とスーパーマーケッ

トに行
い

った時
とき

に障害児
しょうがいじ

という理由
りゆう

で 入 店
にゅうてん

を拒否
きょひ

されました。もうそんな経験
けいけん

はしたくありません。 

 御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

43 対応
たいおう

要 領
ようりょう

・対応
たいおう

指針
ししん

等
とう

はじめとして今後
こんご

提 供
ていきょう

されるすべての情 報
じょうほう

について

視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

のための情 報
じょうほう

補償
ほしょう

に配慮
はいりょ

し点字
てんじ

（墨
すみ

字
じ

ページ参 照 付
さんしょうつき

）、音声
おんせい

、

拡大
かくだい

文字
も じ

、電子
でんし

データ（テキスト、WEB）を 必
かなら

ず提
てい

供
きょう

すべきである 

 御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

44 各 省 庁
かくしょうちょう

において実施
じっし

された今回
こんかい

の 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

からのヒアリングは

回数
かいすう

・時間
じかん

・内容
ないよう

のいずれにおいて極
きわ

めて不十分
ふじゅうぶん

で当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を確認
かくにん

出来
で き

たと

は到底
とうてい

考
かんが

えられず当初
とうしょ

の目的
もくてき

を達
たっ

していない。施行
せこう

に向
む

けた 各 省 庁
かくしょうちょう

の

取組
とりくみ

においては障 害 者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の声
こえ

を十 分
じゅうぶん

に反映
はんえい

できる体制
たいせい

・方法
ほうほう

に改善
かいぜん

さ

れることを強
つよ

く要望
ようぼう

する 

 御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 



45 施行後
せこうご

も継続的
けいぞくてき

に様々
さまざま

な事例
じれい

を蓄積
ちくせき

し施行
せこう

３年後
ねんご

には 必
かなら

ず 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を交
まじ

えた議論
ぎろん

を 行
おこな

い問題点
もんだいてん

の改善
かいぜん

をすべきである 

 この対応
たいおう

要 領
ようりょう

は、 職 員
しょくいん

による不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

に関
かん

して、 職 員
しょくいん

がより適切
てきせつ

に対応
たいおう

することができるよう、

必要
ひつよう

に応じて
おう    

随時
ずいじ

見直
みなお

していく予定
よてい

です。対応
たいおう

要 領
ようりょう

を変更
へんこう

するときは、法
ほう

第
だい

９ 条
じょう

第
だい

４項
こう

において、あらかじめ、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の意見
いけん

を反映
はんえい

させるために

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じなければならないものとされています。 

46 WEB サイトによる 情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

はウェブアクセシビリティに関
かん

する日本
にっぽん

工 業
こうぎょう

規格
きかく

「JIS X 8341-3:2010」に準 拠
じゅんきょ

することを要望
ようぼう

する 

 御意見
ごいけん

は、執務
しつむ

の参考
さんこう

とさせていただきます。 

47 この意見
いけん

項目
こうもく

からの質問
しつもん

で正
ただ

しくないと思
おも

われますが、マイナンバーに関
かん

し

意見
いけん

があります。Ｈ２７．１０．２付
づけ

で本人
ほんにん

へ交付
こうふ

する源泉
げんせん

徴 収 票
ちょうしゅうひょう

等
とう

に個人
こじん

番号
ばんごう

の記載
きさい

は不要
ふよう

になりました。 従 業 員
じゅうぎょういん

のマイナンバーを 取 扱
とりあつか

う企業
きぎょう

とし

ても、情 報
じょうほう

の漏
ろう

えい又
また

は滅失
めっしつ

等
など

のリスクを考慮
こうりょ

したとても重 要
じゅうよう

な改正
かいせい

と思
おも

います。そこまでリスクを削減
さくげん

されるなら、扶養
ふよう

控除
こうじょ

申告書
しんこくしょ

、保険料
ほけんりょう

申告書
しんこくしょ

等
とう

についてもマイナンバーの記載
きさい

を不要
ふよう

と出来
で き

ないでしょうか？この申告書
しんこくしょ

は

会社外
かいしゃがい

に提 出
ていしゅつ

することはありませんが、少
すこ

し大
おお

きな企業
きぎょう

になると社員
しゃいん

が１か

所
しょ

に在籍
ざいせき

していないため、郵送
ゆうそう

等
など

で回 収
かいしゅう

する必要
ひつよう

があります。また事業所
じぎょうしょ

も

多数
たすう

となるとそれぞれの建物
たてもの

で回 収
かいしゅう

、本社
ほんしゃ

へ送付
そうふ

などマイナンバーが行
ゆ

き交
か

う

場面
ばめん

が多々
た た

あります。従 業 員
じゅうぎょういん

からは、一度
いちど

回 収
かいしゅう

すれば良く
よ  

、毎年
まいとし

回 収
かいしゅう

する

事
こと

は不要
ふよう

かと思
おも

います。毎年
まいとし

回 収
かいしゅう

するより、仮に
かり 

番号
ばんごう

が変更
へんこう

となった場合
ばあい

、

また扶養
ふよう

家族
かぞく

が増
ふ

えた場合
ばあい

の対応
たいおう

を 考
かんが

えた方
ほう

が賢明
けんめい

ではないでしょうか？ 

 御意見
ごいけん

は、本件
ほんけん

意見
いけん

募集
ぼしゅう

の対 象 外
たいしょうがい

です。 

 


